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相続に関するご相談は八十二銀行の窓口へ

1%は誰かのために生きてみませんか？
自分らしく生きることは
自分らしくお金を使うこと

鎌田 實

遺言書作成から遺産分割、税金対策まで
「相続対策」に乗り遅れないで！



2

発車オー
ライ！！

「相続対策」に乗り遅れないで！「相続対策」「相続対策」「相続対策」「相続対策」
遺言書作成から遺産分割、税金対策まで

長きにわたり築きあげた大切な資産。遺言書をのこすことで、「誰に」「何を」
「どのように」相続させるのかを指定することができ、円滑に相続手続きを
進めることが可能です。

自筆証書遺言

公正証書遺言

遺言者が遺言書すべてを自筆

押印が必要
（実印のほか、認印でも可）

署名、日付も自筆

遺言者が遺言の内容を
公証人に口述

公証人が作成・保管

誰にも知られずに作成できる

簡単に作成できる

費用がかからない

紛失の心配がない

形式不備の心配がない

家庭裁判所での検認手続きが不要 費用がかかる

家庭裁判所での検認手続きが必要

遺言者の紛失や他人による隠匿、
破棄の危険性がある

形式不備で無効となる可能性がある

証人が2人以上必要
（証人に相続人等はなれない）

内 容 メリット デメリット

相続対策は税金対策だけではありません。自分は課税されるほどの資産がないからと、事前に相続対策を行わ
なかったことでご家族やご親族の遺産分割争い「争族（そうぞく）」につながるケースがあります。こうした裁判
所への相続関係の相談件数は増えており、のこされたご家族がたいへんな思いをしているのが現状です。

相続対策は税金対策だけでしょうか？
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遺産分割事件（家事調停・審判）の新受件数の推移
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出所：裁判所「司法統計年報」
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そもそも「遺言」って？

遺言は大切なご家族に想いをのこすことができます2
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「相続対策」に乗り遅れないで！
3

「相続対策」に乗り遅れない ！
遺言書作成から遺産分割、税金対策まで

遺言書作成のポイント

相続の専門家がサポートする「遺言信託」は
八十二銀行が窓口となってお手伝いします。
大切な人へ、確実に想いをのこしませんか？

遺言書で重要な3つのポイント

遺言は執行されて、はじめてご自身の想いが実現するものです。

3

遺言信託とは？4

有効なもの
であること
形式の不備などがあると
無効になる場合がある

安全に保管
されていること

確実に執行
されること

ポイント

1
ポイント

2
ポイント

3

遺言書作成に関するご相談から、遺言書の保管、相続発生後の遺産分割の執行までをお手伝いする
サービスです。
相続の専門家がお手伝いすることで遺言書の形式不備などを防ぎ、ご自身の想いを確実に実現でき
るため、のこされたご家族も安心です。

作成・保管 保管期間 執行

相
続
人
及
び

受
遺
者
へ
遺
言
執
行

完
了
の
ご
報
告

遺
言
の
執
行

財
産
目
録
の

作
成・ご
報
告

遺
言
執
行
者
の

就
職
通
知

相
続
の
開
始

遺
言
に
つ
い
て
の

変
更
の
ご
相
談

公
証
役
場
で
公
正

証
書
遺
言
を
作
成

事
前
の
ご
相
談

1 2 3 4 5 6 7 8

遺言信託の
流れ
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ご相談は身近な八十二銀行へ！
相続に関するご相談はお近くの八十二銀行窓口へお越しください。

相続に係る対策などもご提案させていただきます。

「相続対策」に乗り遅れないで！相続税がかかるのは一部の富裕層だけと他人事に思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、税制改正によって課税対象者は拡大し、いわば「自分事」として考える必要がでてきました。税金のほか、
遺言書作成や遺産分割など相続対策に乗り遅れる前に今から準備を始めてみてはいかがでしょうか。

遺言信託・遺産整理業務には、所定の手数料・報酬がかかります。税法の詳細は、所轄税務署、税理士にご相談ください。
八十二銀行では、遺言信託・遺産整理業務に関する商品を三菱UFJ信託銀行の信託代理店および（株）朝日信託の業務提携店として取り扱っており、媒介（商品のご紹介と情
報の取次ぎ）をいたします。ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行もしくは（株）朝日信託が契約当事者となります。

※
※

八十二のサポート

相続発生時、預金口座等が一旦凍結されすぐにお金を引き出せないことも。生命
保険を活用すれば、請求後5～10営業日で死亡保険金を受取ることができます。

生命保険の活用

相続税の申告期限は原則10ヵ月です。相続に伴う様々な問題について、手続きが
不慣れな方や時間がない方に代わり、相続手続きをお手伝いするサービスです。

500万円×法定相続人の数=非課税
生命保険で非課税枠を活用！

30歳未満のお孫さま等への教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税に
なります。
※平成25年4月1日から平成27年12月31日までに金融機関に拠出した資金が対象です。
※金融機関と教育資金管理契約を結ぶ必要があります。
※非課税制度の取扱いは、お孫さまなどお一人につき1金融機関（1支店）に限定されます。

遺産整理業務

はちにの教育応援預金

ご相続でお受取りになられた資金を特別金利で運用する定期預金プラン
があります。
※ご利用頂くには所定の条件がございます。詳しくは窓口にご相談ください。

相続定期預金プラン

相続発生後にできること

相 続 に 関 す る

あらかじめできること
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鎌 田 實
自 分 ら し く
お 金 を 使 うこと

自 分 ら し く
生 き る こ と は

　

40
年
間
、
長
野
県
で「
健
康
づ
く
り
運
動
」

を
し
て
き
た
な
か
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
誰

か
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
ひ
と
の
ほ
う
が
、

若
々
し
く
生
き
生
き
と
長
生
き
を
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

米
国
の
カ
ー
ネ
ギ
ー
メ
ロ
ン
大
学
が
２
０

１
４
年
春
に
発
表
し
た
実
験
に
よ
る
と
、
自

分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
お
年
寄
り
の

グ
ル
ー
プ
と
、
年
間
２
０
０
時
間
誰
か
の
た

め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
る
お
年

寄
り
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
４
年
間
観
察
し
た

と
こ
ろ
、
高
血
圧
の
発
生
率
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
方
が
40
％
低

か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

誰
か
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
の
は
、
相

手
の
身
に
な
る
こ
と
。
相
手
の
身
に
な
っ
て

行
動
す
る
こ
と
で
、
職
場
や
地
域
、
家
庭
の

な
か
に
血
が
通
い
、
自
分
の
健
康
や
生
活
に

も
影
響
が
出
ま
す
。
職
場
で
は
生
産
効
率

が
上
が
り
、
居
心
地
の
い
い
家
庭
も
つ
く
れ

る
。

　

人
間
は
誰
し
も
、
自
分
が
１
番
大
事
な

も
の
で
す
。
日
本
は
資
本
主
義
の
た
め
、

競
争
の
な
か
で
勝
ち
抜
い
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
を

大
事
に
し
つ
つ
、
１
％
で
い
い
か
ら
他
者
の

こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
、
仕
事
も
う
ま
く
い

き
健
康
か
つ
長
生
き
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

 「
利
己
的
な
集
団
は
絶
滅
し
、
利
他
的
な
集

団
は
子
ど
も
を
産
み
、
繁
栄
し
て
い
っ
た
」。

名
著『
進
化
論
』を
書
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ

ー
ウ
ィ
ン
が
説
い
た
言
葉
で
す
。
こ
の
と
こ

ろ
、
ぼ
く
た
ち
は
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え

過
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

か
つ
て
子
ど
も
が
多
い
地
域
で
は
、
１
家

族
３
人
、
４
人
も
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
母

親
１
人
で
育
て
る
の
が
大
変
な
な
か
、
子
ど

も
は
地
域
や
国
の
宝
と
地
域
ぐ
る
み
で
子
育

て
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
日
本
で

は
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
み
ん
な

が
少
し
だ
け
協
力
し
合
っ
て
子
ど
も
を
育
て

て
い
け
る
環
境
に
な
れ
ば
、
も
う
一
度
子
ど

も
が
多
い
国
に
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

他
者
に
や
さ
し
く
な
る
必
要
は
あ
る
け
れ

ど
、
10
％
も
20
％
も
ひ
と
の
た
め
に
生
き
る

の
は
む
ず
か
し
い
。
で
も
、
１
％
な
ら
で
き

る
気
が
す
る
。
手
始
め
に
、
自
分
の
子
ど
も

へ
の
相
続
や
、
孫
へ
教
育
資
金
贈
与
な
ど
で

教
育
の
チ
ャ
ン
ス
を
広
げ
て
あ
げ
る
の
も
ス

タ
ー
ト
と
し
て
は
い
い
で
し
ょ
う
。
ま
ず
は

身
内
か
ら
、
そ
し
て
い
つ
か
は
知
ら
な
い
誰

か
の
た
め
に
、
１
％
応
援
し
て
あ
げ
ら
れ
る

ひ
と
が
増
え
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

1
%
は
誰
か
の
た
め
に
生
き
て
み
ま
せ
ん
か
？

かまた・みのる／医師・作家。１９４８年東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業。医師として
地域医療に携わり、チェルノブイリとイラクの医療支援にも取り組む。ベストセラー『がんばらな
い』をはじめ、『ウェットな資本主義』『ニッポンを幸せにする会社』『人間らしくヘンテコでいい』
『１％の力』など著書多数。現在、諏訪中央病院名誉院長。

第
十
一
回

ま
ず
は
身
内
へ
の

相
続
や
贈
与
か
ら
、

い
つ
か
は
知
ら
な
い
誰
か
を

１
％
応
援
で
き
る
ひ
と
に
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相続税の基礎控除が引き下げられます

課税対象額

遺
産
総
額

600万円×法定相続人の数

課税対象額

基礎控除

+

現　行 改 正 後

※改正後の数値は平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用。
※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続どおり相続するものとして税額を算出しております。（配偶者がいる場合には、配偶者の相続分について
　「配偶者の税額軽減の特例」を活用しています。）
※1万円未満は四捨五入して算出しております。

定額分 3,000万円
1,000万円×法定相続人の数

定額分 5,000万円
基礎控除

+

相続に関するご相談は八十二銀行の窓口へ
平成27年1月1日以降の相続から

相続税額早見表
一次相続（配偶者がいる場合）

子ども2人子ども1人

現行

0

0

0

0

50

100

175

325

500

700

950

1,250

2,000

2,900

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

25,000

30,000

0

40

90

160

235

310

385

580

780

1,070

1,370

1,670

2,460

3,460

0

0

0

0

0

50

100

225

375

550

725

950

1,575

2,300

0

10

60

113

176

240

315

480

655

860

1,100

1,350

1,985

2,860

0

0

0

0

0

0

50

163

288

438

613

813

1,375

2,000

0

0

30

80

138

200

263

403

578

768

993

1,218

1,800

2,540

0

0

0

100

250

400

600

1,100

1,700

2,300

3,100

3,900

5,900

7,900

40

160

310

480

680

920

1,220

1,820

2,460

3,260

4,060

4,860

6,930

9,180

0

0

0

0

100

200

350

650

1,000

1,400

1,900

2,500

4,000

5,800

0

80

180

320

470

620

770

1,160

1,560

2,140

2,740

3,340

4,920

6,920

0

0

0

0

0

100

200

450

750

1,050

1,400

1,800

3,000

4,500

0

20

120

220

330

480

630

930

1,240

1,640

2,040

2,460

3,960

5,460

改正後 現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後

子ども3人

二次相続（配偶者がいない場合）

（単位：万円）

子ども2人子ども1人 子ども3人
相続財産

（　　 ）課税価格・
基礎控除前

法定相続分に基づく取得金額の税率区分が6段階から8段階に増え、
同時に最高税率が50％から55％まで引き上げられます


